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Ⅰ  県獣医師職員の確保を巡る現状及び課題                              

 

県獣医師職員の業務は多岐にわたっており、家畜の伝染病の予防・まん延の

防止、衛生指導や診療業務などにより、安全で健康な家畜の生産、農場の生産

性向上を通じて畜産の振興・発展に大きく貢献している他、食肉の安全性の確

保や流通する食品の安全性を監視し、人の健康や安全を守る役割も担っていま

す。このほか、動物の医薬品や飼料の監視、家畜改良業務、動物愛護、生活衛

生、感染症対策等、様々な分野で活躍しています。  

 

また、国内における口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザ等の社会的に重要な

家畜伝染病の発生を契機とし、安全で良質な食品の提供に県民の大きな関心が

注がれるようになり、食品の安全性や畜産の振興の担い手である県獣医師職員

の役割は重要度を増しています。  

 

県獣医師職員
の業務

動物愛護

水族館動物検査

食肉検査

口蹄疫防疫
鳥インフル
エンザ防疫

家畜診療 動物薬事監視

食品衛生監視
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しかしながら、近年、全国的な傾向と同様に、若手・中堅職員の中途退職や、

業務負担の増加及び獣医系大学生の小動物志向の高まり等に伴う志望者数の減

少等により、県獣医師職員数が大幅に減少しています。  

県獣医師職員数の減少と業務量の増加がこのまま続いた場合、獣医師の公務

員離れに拍車がかかり、更なる職員数の減少を招く恐れがあります。  

 

■県獣医師職員数の推移  

（単位：人）  

 

 

■県獣医師職員の定年退職予定者数     

       （単位：人）  

年度  H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 計  

健康福祉部  1 0 2 3 3 2 8 5 6 2 32 

農林水産部  1 2 2 5 0 6 3 4 2 2 27 

計  2 2 4 8 3 8 11 9 8 4 59 
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Ⅱ  確保プランの目的                       

 

このように、県獣医師職員の確保は県民生活の安定を図るうえで、喫緊かつ

重大な課題と考えられることから、県獣医師職員を将来にわたり安定的に確保

していくための基本的な方針として「青森県獣医師職員確保プラン」を策定し、

関係部局が連携して本プランに基づく施策や事業を進め、あおもり「食」産

業を守るうえで不可欠な「人財」である、県獣医師職員の安定確保を

図ります。  

 

 

10年で

2１人減

県獣医師職員

業務量の増加

■志望者の減少

■若手・中堅職員中途退職

■重要疾病の防疫と危機管理対応

口蹄疫、鳥インフルエンザ、ＢＳＥ

⇒約８人分の業務量増加

■と畜検査頭数の増加（約１１％増）

⇒約７人分の業務量増加

県

獣

医

師

職

員

確

保

対

策

の

推
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Ⅲ  確保目標                             

 

本プランでは、平成３２年度を目標年度とし、前期と後期（各５か年）に

区分し、県獣医師職員の確保を図ります。  

 

●前期（平成２３～２７年度）  

前期は、定年退職予定者数が１９人と、後期と比較して少ない期間です。 

業務負担の増加や退職者数に見合った県獣医師職員の採用により、安定し

た体制の構築を目指します。  

 

●後期（平成２８～３２年度）  

  後期は、定年退職予定数が４０人と多く見込まれ、現在の県獣医師職員数

と同レベルの職員数の維持が難しい期間と考えられます。  

退職者数と同程度の職員数の確保を目指すことにより、前期に構築した体

制の維持を図ります。  

 

なお、定年の延長や重大な伝染性疾病のまん延等、県獣医師職員に係る情

勢に大きな変化があった場合には、県獣医師確保対策会議において目標の見

直しを検討します。  

区分  
定年退職  

予定数（人） 
目標  

前期  

（平成２３～２７年度） 
１９  

業務負担の増加や退職者数に見合

った採用  

⇒安定した体制の構築  

後期  

（平成２８～３２年度） 
４０  

退職者数と同程度の職員数の確保  

⇒前期に構築した体制の維持  
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Ⅳ  取組方針                                

 

●本プランは、  

「獣医師を育てる環境を整える」  

「魅力ある環境を整える」  

の２本の推進方針で構成し、獣医師職員の確保に必要な具体的な取組を展

開します。  

  

●各取組事項は、優先順位及び取組内容に応じて、  

「既に実施している取組」、「今後実施していく取組」  

に分類して推進にあたります。  

 

２ 魅力ある環境を整える

「既に実施している取組」

・安全を確保する体制の整備

・初任給調整手当の支給

・人材育成に資する人事配置

・女性が安心して働ける環境整備

「今後実施していく取組」

・スキルアップ支援体制の整備

・勤務条件等の検討

青 森 県 獣 医 師 職 員 確 保 プ ラ ン

県 獣 医 師 職 員 の 安 定 確 保

１ 獣医師を育てる環境を整える

「既に実施している取組」

・大学生への情報提供

・修学資金の給付

・中高生への情報提供

・採用試験の受験資格要件の緩和

「今後実施していく取組」

・北里大学等の連携強化

・採用試験の実施方法等の検討
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Ⅴ  確保に向けた取組                             

 

１  獣医師を育てる環境を整える  

（１）背景  

獣医学を専攻する大学生は小動物診療への興味が強く、家畜伝染病の防

疫業務や公衆衛生分野で活躍する県獣医師職員の仕事の意義や魅力につ

いてよく知られているとは言い難い状況です。  

また、県獣医師職員の安定した確保を図るには、本県出身者の大学から

のＵターン就職を増やすことが有効ですが、獣医系大学在学者には本県出

身者が非常に少なく、大学進学前の早期に獣医学への興味を植え付ける必

要があります。  

    

（２）推進方針  

獣医学を専攻する大学生だけでなく、大学進学を目指す中高生を対象と

した講義や研修を通じて、県獣医師職員の仕事の意義や魅力を知る機会を

増やし、県獣医師職員志望者の増加を図ります。  

 

（３）取組事項  

  ア  既に実施している取組  

  （ア）大学生への情報提供  

    ①出張講義  

職員を北里大学に講師派遣し、講義を通じて県における獣医師の職

務について情報提供しています。  

②大学訪問  

各大学が開催する就職説明会等に出席し、県獣医師の業務内容や処

遇等について情報提供しています。  
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③職場体験研修（インターンシップ）  

家畜保健衛生所等、県で獣医療が活用される職場における職場体験

研修を開催しています。  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

（イ）大学生への修学資金給付  

    県獣医師職員を志望する獣医系大学生に修学資金を給付しています。  

 

 

 

 

 

 

職 場 体 験 研 修 （ イ ン タ ー ン シ ッ プ ）  

職場体験研修インターンシップ（平成２３年度実績）  

●日  程     ８月 22 日～２６日（５日間）  

●参加者     獣医系大学生１０人（５大学）  

●主な研修場所  家畜保健衛生所、動物愛護センター、食肉衛生検査所  

        畜産研究所和牛改良技術部、浅虫水族館  

●主な研修内容  家畜保健衛生所の病性鑑定、繁殖実習（直腸検査）、  

        放牧衛生検査、海獣の診療実態見学、各施設見学  

大学生への修学資金給付（平成２３年度実績）  

●給付対象  獣医系大学生３人  

●給付額   国立大学生  月１０万円、私立大学生  月１２万円  

●返済免除   県において産業動物の疾病予防、家畜衛生に関する指

導業務に給付期間の１．５倍の期間従事した場合  
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（ウ）中高生への情報提供  

中学・高校に職員を派遣して、出前講座等により獣医師の職務につ

いて情報提供しています。  

 

 

 

 

（エ）採用試験の受験資格要件の緩和  

採用試験の受験資格要件について、平成２１年度実施の採用試験か

ら、年齢の上限を３５歳から４９歳に緩和しています。  

 

イ  今後実施していく取組  

  「既に実施している取組」に加え、今後は次の取組を実施します。  

  （ア）北里大学獣医学部との連携  

青森県に所在する北里大学獣医学部に対し、青森県人枠の創設など

の官学連携の強化策への協力を要請します。  

    

（イ）採用試験の実施方法等の検討  

採用試験の実施方法等について、県獣医師確保対策会議において継

続的に調査・検討します。  

 

中高生への情報提供（出前講座） 
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２  魅力ある環境を整える  

（１）背景  

公務員獣医師は全国的に不足しており、安定的な確保を図るためには、

国や他都道府県、小動物診療分野と比較してもなお「青森県で働きたい」

と思えるような魅力ある職場環境を整備することが不可欠となっていま

す。  

  

（２）推進方針    

技術や知識を研鑚し、獣医師としての知的好奇心を満たすための研修

や調査・研究制度の充実や安心して働ける職場環境整備、博士号取得の

意欲のある職員の支援体制構築、勤務条件の検討等により、獣医師が意

欲をもって働ける環境を整備します。  

 

（３）取組事項  

  ア  既に実施している取組  

  （ア）安全を確保する体制の整備  

人体に有害な病原体や化学物質による職員の健康被害を未然に防止

するため、安全キャビネット、高温高圧蒸気滅菌機等の獣医療業務の安

全性を確保する体制の整備を図っています。  

 

 
安 全 を 確 保 す る 体 制 の 整 備  

（ 安 全 キ ャ ビ ネ ッ ト 整 備 ）  
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  （イ）初任給調整手当の支給  

    平成２１年４月から、最大３０ ,０００円 /月（１年ごとに暫減）の初

任給調整手当を支給しています。  

 

（ウ）人材育成に資する人事配置  

     農林水産部と健康福祉部の部間異動や人事交流の活性化を図ることで、

職員がより意欲を持てる分野で活躍できるよう配慮し、他分野での経験

を活かした幅広い知識と視野を持った職員の育成を図っています。  

 

（エ）女性が安心して働ける環境整備  

女性獣医師が育児休暇等を取得しやすい環境を作るため、代替職員の

確保に努めるほか、他の職員の負担軽減にも配慮した人事配置に努めて

います。  

  

  

 

■女性獣医師職員の採用状況（H19~23）  

                           （単位：人）  

採用年度  H19 H20 H21 H22 H23 計  

新規採用者数  4 4 3 12 6 29 

上記のうち女性  3 3 2 9 1 18（62％） 

女 性 が 安 心 し て 働 け る 環 境 整 備  

（ 現 場 で 活 躍 す る 女 性 獣 医 師 職 員 ）  
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イ  今後実施していく取組  

 「既に実施している取組」に加え、今後は次の取組を実施します。  

  （ア）スキルアップ支援体制の整備  

   ①研修制度の充実  

既存の研修制度の積極的な活用を推進するとともに、職員の要望や業

務上の必要性を踏まえ、新たに高病原性鳥インフルエンザ等の診断技術

向上を図る病性鑑定技術研修会を実施します。  

 

      

 

 

 

②自己立案型の調査・研究制度の創設  

 職員が研究テーマを提案する自己立案型の調査・研究制度を創設し、

好奇心を持って業務を推進できる環境を整備します。  

また、県獣医師職員がその業務の成果等を論文投稿して博士号取得を

志す場合には本制度を活用して支援します。  

 

（イ）勤務条件等の検討  

国や他都道府県、小動物診療分野及び他分野（医療等）の状況を踏ま

え、県獣医師職員の勤務条件（給料・手当）等のあり方について、県獣

ス キ ル ア ッ プ 支 援 体 制 の 整 備  

（ 各 種 研 修 会 の 実 施 ）  



12 

 

医師確保対策会議において継続的に調査・検討します。   

   

 
県獣医師確保対策会議  

県獣医師職員の確保について、庁内関係部局担当課が

連携して中長期的な確保対策の検討と推進体制の確立を

目的に平成２２年５月に設立されています。  

 

【構成員】  

財政課、人事課、健康福祉政策課、保健衛生課、農林

水産政策課、畜産課、教育庁学校教育課、各食肉衛生

検査所、動物愛護センター、各家畜保健衛生所  
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Ⅵ  期待される効果                             

 

●県の主要産業である農林水産業、そしてこれに立脚するあおもり「食」産

業には、県獣医師職員が深く関わり、食品の安全・安心と安定供給体制を支

えています。  

  

●県獣医師職員を長期的に安定して確保する体制が構築されることにより、

職員数の充足と職員の意欲や能力の向上が期待され、あおもりの「食」産業

を守る「人財」の育成を図ることができます。  

 

●これにより、県獣医師職員が関与する行政サービスが向上し、あおもり

「食」産業の発展と食の安全・安心の確保され、県民生活の安定を図ること

ができます。  

 

県獣医師職員確保プランの推進
■獣医師を育てる環境を整える
■魅力ある環境を整える

あおもり「食」産業を守る「人財」の育成

県獣医師職員数の充足、能力と意欲の向上

県 民 生 活 の 安 定

 

 


